
■地域防災計画における警戒避難体制
日光市では 土砂災害危険箇所の位置 避難所等を地域防災計画に記載して公表しています

地元自治体の取り組み

日光市では、土砂災害危険箇所の位置、避難所等を地域防災計画に記載して公表しています。
国や県と連携してハザードマップを作成し、区域内の住民、施設、自治会長への配布とともに、ホームページ掲載により広く市民に周知

されているほか、消防や警察への情報提供により連携が図られています。
なお、避難所については、土砂災害警戒区域外となるよう平成２１年度に見直しが行われています。
また、土砂災害警戒区域内の災害時要援護者関連施設等についても、ハザードマップの配付による避難所、避難経路等の周知とともに、ま 、 砂災害警戒区域 災害時要援護者関連施設等 も、 ッ 付 る避難所、避難経路等 周知 も 、

連絡体制が整えられています。

日光市ホームページ
に掲載されている

ザ プ土砂災害ハザードマップ
の例（1ページ目）



日光市ホームページに掲載されている土砂災害ハザードマップの例（2ページ目）



■日光市における土砂災害防止対策（土地利用規制等の状況）

地元自治体の取り組み

土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域の指定が行われるとともに、区域内の被害防止対策と
して、次のような措置が講じられています。

<土砂災害特別警戒区域>
①住宅宅地分譲地、社会福祉施設等のための開発行為に関する許可制度の導入

づ②建築基準法に基づく建築物の構造規制
③土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告
④勧告による移転者への融資、資金の確保 等
⑤宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書面への明記

<土砂災害警戒区域><土砂災害警戒区域>
①土砂災害に係る警戒避難体制の整備
②災害時要援護者関連施設への土砂災害に係る情報、予警報の伝達徹底
③警戒避難に関する事項（ハザードマップ、避難所・避難経路等）の住民への周知
④宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書面への明記

■砂防事務所から地方自治体への支援
日光市では、土砂災害を想定した防災訓練（日光市、栃木県、自衛隊、建設業者等と連携）、防災教育（地域住民等を対象）

等を行い、日光市における災害時の対応力向上、防災意識 の高揚等、警戒避難体制の強化が図られています。これらの支援
事務 練等 遣 情報 流監視 映像等 情報提供として、日光砂防事務所職員の訓練等への派遣や雨量情報・土石流監視カメラ映像等の情報提供を行っています。

日光市防災訓練における日光砂防
事務所職員による防災教育

日光市防災訓練の様子 砂防情報を共有するため日光市役所に
設置した情報端末

砂防堰堤を活用したイベント（ハイキング）
実施時に事務所職員による防災教育を実施

雨量・土石流監視カメラ・地震等の情報



■都市計画における土砂災害防止対策
日光市では 都市計画マスタ プランに土砂災害危険箇所における対策施設の整備を位置づけています

地元自治体の取り組み

日光市では、都市計画マスタープランに土砂災害危険箇所における対策施設の整備を位置づけています。

日光地域まちづくり構想図（「日光市都市計画マスタープラン」（2009年3月）より）


